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第２回宮城県薬剤師確保対策検討会



１．第1回検討会のふりかえり
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修学資金貸付 県内で薬剤師として勤務

＜返済免除条件＞

①修学資金貸付期間の1.5倍の期間を、県が指定する医療機関で

薬剤師の業務に従事すること

②県が策定したキャリア形成プログラム研修を受講すること

※薬剤師が不足する地域・医療機関として県が特に指定する医療機関
に、義務年限の半分以上の期間勤務する等の条件を設定
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県内の持続的な医療基盤の充実を支える薬剤師の輩出・地域定着を目的として、県内の薬学部設置大学において
地域枠として選抜し、修学資金を貸付する事業とする。

○修学資金貸付による経済的インセンティブを付与することで、薬剤師確保の必要性が高い病院に確実に薬剤師が
定着する仕組みを構築する。
○キャリア形成プログラム研修の受講により、現在薬剤師に求められている多様な業務に対応できる人材を育成
する。

第1回検討会のふりかえり

事業骨子案
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＜貸付金額＞
月額 50,000円
※東北医科薬科大学については大学の奨学金制度

との併用を検討

＜貸付対象人数＞

東北大学：１名
東北医科薬科大学：４名 計５名

※ただし、状況に応じて見直しを行っていくこと
とする

検討事項１

検討事項２

検討事項３

検討事項４



第1回検討会のふりかえり

【参考】東北医科薬科大学「地域支援制度（仮称）」案
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令和７年度「地域支援制度（仮称）」創設
（宮城県「薬学生修学資金貸付事業」、本学「薬学部修学資金制度（仮称）」）

【宮城県事業概要】
「薬学生修学資金貸付事業（宮城県地域枠）」３６０万円

１．募集人数：年間5名程度（本学４名、東北大学1名）
２．貸付額：5万円/月×12カ月×6年＝360万円
３．返済免除条件
（１）卒業後、県が指定する医療機関に

修学資金貸与期間の1.5倍（9年間）の期間
を薬剤師として業務に従事する。

（２）県が策定したキャリア形成プログラム研修の受講。

【本学薬学部修学資金制度（仮称）概要案）】
３６０万円

１．貸与額：宮城県の修学資金貸与額と同額貸与
5万円/月×12カ月×6年＝360万円

2．返済免除条件：宮城県の修学資金貸与事業に準ずる。

【地域支援制度（仮称）】

合計７２０万円貸与
＜本学授業料の約２／３＞

●募集人数：４名（宮城県：年間５名程度）

●貸与額：合計７２０万円
・宮城県薬学生修学資金（貸与型）
月5万円×12カ月×6年間＝360万円

・東北医科薬科大学薬学部修学資金（仮称）
（貸与型）

月5万円×12カ月×6年間＝360万円

●返還免除条件：宮城県の修学資金貸付事業に準
ずる。

●契約：採用者は、宮城県、大学それぞれと契約
を締結する。

●広報：「国公立大学同程度の学費で薬学教育が
学べます」

目的：「持続的な医療基盤の充実を支える薬剤師の輩出・地域定着」



２．キャリア形成プログラム
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• 地域医療介護総合確保基金
• 先行事業の参考事例
• キャリア形成プログラム案



厚生労働省資料

地域医療介護総合確保基金を活用して
薬剤師修学資金貸付事業を行う場合の、
具体的な要件の考え方を示したもの。
（詳細な運用は各都道府県に委ねられる）
ポイントは以下のとおり。

＜返済免除の要件＞
◆県が選定した医療機関で、貸付期間の
1.5倍以上の期間勤務すること

◆県が策定する「プログラム」を満了
すること

＜就業先医療機関＞
◆薬剤師の偏在・充足状況を踏まえて、
県が必要な調整を行った上で選定する。

◆異なる機能を有する医療機関を複数
経験することが望ましい。

＜プログラムの内容＞
◆薬剤師の確保と、対象薬剤師の能力の
開発・向上の両立が図れるプログラム
を県が策定

◆プログラムは、対象となる薬剤師の
希望に対応したものとなるよう努める。

◆義務年限の半分以上の期間は、薬剤師
が不足する地域・医療機関として県が
特に指定する医療機関で就業

病院薬剤師出向・体制整備支援事業
（令和5年度より事業開始）

地域医療介護総合確保基金
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具体的な要件及び基本的な考え方



地域医療介護総合確保基金
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厚生労働省資料◆キャリア形成プログラム研修
については、地域医療介護総合
確保基金を活用する場合の要件
とされており、国からキャリア
形成プログラムの例が示されて
いる。

◆薬学生に対して魅力的な事業
とするためには、このプログラ
ムの内容が重要。

◆受入病院（県が指定する医療
機関）をどのように指定してい
くか、考え方の整理が必要。

・薬剤師の確保と、対象薬剤師の能力の開
発・向上の両立が図れるプログラムを県が
策定
・プログラムは、対象となる薬剤師の希望
に対応したものとなるよう努める。
・義務年限の半分以上の期間は、薬剤師が
不足するとして県が特に指定する地域・医
療機関で就業

キャリア形成プログラムの例



２．キャリア形成プログラム
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• 地域医療介護総合確保基金
• 先行事業の参考事例
• キャリア形成プログラム案



先行事業の参考事例

宮城県医学生修学資金貸付制度
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宮城県医学生修学資金制度ガイドブック抜粋



臨床研修

仙南医療圏（1） みやぎ県南中核病院

大崎・栗原医療圏
（2）

大崎市民病院、栗原市立栗原中央病院

石巻・登米・気仙沼
医療圏（3）

石巻赤十字病院、登米市立登米市民病院、気仙沼市立病院

仙台医療圏（1） 東北大学病院
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臨床研修後

仙南医療圏（7） 公立刈田綜合病院、みやぎ県南中核病院、みやぎ県南中核病院附属村田診療所、
蔵王町国民健康保険蔵王病院、国民健康保険川崎病院、丸森町国民健康保険丸森病院、
七ヶ宿町国民健康保険診療所

大崎・栗原医療圏
（15）

大崎市民病院、大崎市民病院鹿島台分院、大崎市民病院岩出山分院、大崎市民病院鳴子温泉分院、
大崎市民病院田尻診療所、公立加美病院、涌谷町国民健康保険病院、美里町立南郷病院、
栗原市立栗原中央病院、栗原市立若柳病院、栗原市立栗駒病院、栗原市立高清水診療所、
栗原市立瀬峰診療所、栗原市立鶯沢診療所、栗原市立花山診療所

石巻・登米・気仙沼
医療圏（15）

登米市立登米市民病院、登米市立米谷病院、登米市立豊里病院、登米市立上沼診療所、石巻市立病院、
石巻市立牡鹿病院、石巻市雄勝診療所、石巻市田代診療所、石巻市橋浦診療所、石巻市寄磯診療所、
石巻赤十字病院、女川町地域医療センター、気仙沼市立病院、気仙沼市立本吉病院、南三陸病院

仙台医療圏（5） 塩竈市立病院、宮城病院、公立黒川病院、東北大学病院、宮城県立精神医療センター

先行事業の参考事例

宮城県医学生修学資金貸付制度（令和6年度知事指定医療機関）

県医療人材対策室ホームページ
情報より集計



先行事業の参考事例

富山県地域薬剤師確保就学資金貸付制度
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富山県HP掲載資料抜粋



先行事業の参考事例

富山県地域薬剤師確保就学資金貸付制度
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富山県HP掲載資料抜粋



先行事業の参考事例

石川県地域連携薬剤師共育プログラム
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石川県HP掲載資料抜粋



先行事業の参考事例

石川県地域連携薬剤師共育プログラム

14

石川県HP掲載資料抜粋



２．キャリア形成プログラム
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• 地域医療介護総合確保基金
• 先行事業の参考事例
• キャリア形成プログラム案



キャリア形成プログラム案

検討の方向性
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○ 薬剤師が不足する地域・医療機関等における薬剤師確保と、対象薬剤師の能力の開発・向上の両立を図ること。

○ 対象薬剤師の希望に対応したものとなるよう努めること。（国通知）

○ 調剤業務以外の業務も幅広く経験することが望ましい。（国通知）

国通知の要求事項

○ プログラム中の身分（在籍先）を考慮すること。

○ 対象薬剤師の在籍先が、研修先変更の都度変更とならないことが望ましい。

○ 地域病院への薬剤師配置だけを重視するのではなく、長期的な対象薬剤師の資質向上をサポートする制度とすること。

○ 研修初期は、病院薬剤師としての基本的なスキルを身につける研修が必要。

○ 地域の小規模病院にのみ配置するプログラムは避けること。

○ 医療機関にとって、過度な負担となるプログラムは避けることが望ましい。

関係団体等からの意見
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【東北医科薬科大学卒業生の標準例】

【東北大学卒業生の標準例】

キャリア形成プログラム案

概要案

＜キャリア形成プログラムの概要＞

・貸付期間の１．５倍の期間、県指定医療機関で従事
（そのうち、半分以上は特定医療機関での従事が必要）

東北医科薬科大学卒業生→９年間（４．５年以上）
東北大学卒業生→４．５年間（２．２５年以上）

・最初の２年間は大学病院等での初期臨床研修を実施
・本人の希望に応じた認定薬剤師、専門領域認定薬剤師又は
専門薬剤師等の資格取得に向けて、必要な研修を実施

＜県指定医療機関について＞

【特定医療機関】
・薬剤師が不足する地域・医療機関として都道府県が特に指定する病院
・県内の仙台市を除く地域の公的医療機関等のうち、本プログラムの趣旨に鑑み、
適切な研修を実践できる病院

【大学病院等】
・初期臨床研修を実施する病院
・県内の大学病院及び地域医療支援病院などの初期臨床研修に関するプログラムを有し、
その後の在籍先となる場合には一定期間（※）以上を特定医療機関へ出向させることが
可能な病院
※東北医科薬科大学卒業生の場合は、４．５年
東北大学卒業生の場合は、２．２５年

卒業後年数 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９

勤務先（研修先） 大学病院等 特定医療機関 大学病院等 特定医療機関 特定医療機関

主な研修内容 初期臨床研修
一定規模以上の地域病院での

総合臨床研修
資格取得に
向けた研修

地域中小病院等での
地域医療研修

一定規模以上の地
域病院での総合臨

床研修

卒業後年数 １ ２ ３ ４ ５

勤務先（研修先） 大学病院等 特定医療機関 特定医療機関

主な研修内容 初期臨床研修
一定規模以上の
地域病院での
総合臨床研修

地域中小病院
等での地域
医療研修

○いずれの標準例においても、３年目
以降については、例示であり既定の
範囲内で変更可能
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キャリア形成プログラム案

取得を目指す資格の例

分 類 資格名称（団体）

認定薬剤師 ・研修認定薬剤師 （日本薬剤師研修センター）
・病院薬学認定薬剤師 （日本病院薬剤師会）
・生涯学習支援システム（JPALS）クリニカルラダー５以上

（日本薬剤師会）

専門領域認定薬剤師 ・がん薬物療法認定薬剤師 （日本病院薬剤師会）
・感染制御認定薬剤師 （ 〃 ）
・精神科薬物療法認定薬剤師 （ 〃 ）
・妊婦・授乳婦薬物療法認定薬剤師（ 〃 ）
・HIV感染症薬物療法認定薬剤師 （ 〃 ）

専門薬剤師 ・がん薬物療法専門薬剤師 （日本病院薬剤師会）
・感染制御専門薬剤師 （ 〃 ）
・精神科専門薬剤師 （ 〃 ）
・妊婦・授乳婦専門薬剤師 （ 〃 ）
・HIV感染症専門薬剤師 （ 〃 ）
・医療薬学専門薬剤師 （日本医療薬学会）
・がん専門薬剤師 （ 〃 ）
・薬物療法専門薬剤師 （ 〃 ）

※ 記載は例であり、他の学会の専門領域薬剤師、専門薬剤師等も可とする。



３．本検討会の今後の進め方
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本検討会の今後の進め方

薬学生修学資金貸付事業に関する検討

令和6年 ５月１７日 第１回検討会

６月１３日 第２回検討会
＜キャリア形成プログラム案提示・協議、意見交換＞

８月１日 第３回検討会
＜事業内容とりまとめ、意見交換＞

９月 薬学生修学資金貸付条例案上程

10月～ 修学資金貸付対象者選定

令和７年４月 事業開始

設置の目的

県内の薬剤師の育成、確保及び定着の推進に関する事項の検討

当面の目標

スケジュール


